
青森県内の定点（医療機関）数 

 
※基幹定点：患者を 300 人以上収容する病院（小児科医療と内科医療を提供しているもの）を各二次医療圏毎に 1ケ所以上、基幹定点として

指定しています。 

 
 東地方保健所（東津軽地域）と青森市保健所の内訳 

 

 

インフルエンザ（内科+小児科）定点 14 15 14 7 9 6 65
小児科定点 9 9 9 5 6 4 42
内科定点 5 6 5 2 3 2 23
眼科定点 2 3 2 1 2 1 11
基幹定点※ 1 1 1 1 1 1 6
STD定点 3 3 2 2 2 1 13

上十三保健所 むつ保健所 青森県合計区　　分
東地方保健所+
青森市保健所

弘前保健所 八戸保健所 五所川原保健所

区　　分 東地方保健所 青森市保健所

インフルエンザ（内科+小児科）定点 2 12
小児科定点 1 8
内科定点 1 4
眼科定点 0 2
基幹定点※ 0 1

（ 青森県保健所管内マップ ）


